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特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正について 
 
 
 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚

くお礼申し上げます。 
今般、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）の規定による適正な分別解体の更なる推進を図るため、特定建設資材に係

る分別解体等に関する省令（平成１４年国土交通省令第１７号）様式第一号（対

象建設工事の届出書）及び様式第二号（対象建設工事の変更届出書）において、

フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加する改正が、令和３年２月３日付公

布（令和３年４月１日施行）されたところです 
つきましては、標記について、全国建産連を通じ国土交通省不動産・建設経済

局建設業課長より周知依頼がまいりましたのでお知らせ申し上げます。 


